
船舶事故調査報告書 

令和８年２月２５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和７年８月２日 ２０時５５分頃 

発生場所 高知県高知市高知港 

 高知港御畳瀬
み ま せ

灯台から真方位００４°２.６６海里付近 

 （概位 北緯３３°３３.１′ 東経１３３°３３.８′） 

事故の概要  プレジャーボートKOJO
コジョー

Ⅶ
セブン

は、係留場所に向けて帰航中、無人で桟

橋に係留中の漁船第二冨
とみ

丸及び漁船光
ひかり

丸に衝突した。 

事故調査の経過 令和７年８月１２日、主管調査官（神戸事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 漁船 第二冨丸、４.７トン 

   ＫＯ３－１７２６６、個人所有 

Ｂ 漁船 光丸、３.３トン 

   ＫＯ３－１７７１７、個人所有 

Ｃ プレジャーボート KOJOⅦ、５トン未満（長さ７.７７ｍ） 

   ２８２－１４１５３高知、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ｃ 船長Ｃ、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 操舵室に破損及び右舷船尾部外板に破口 

Ｂ 左舷船尾部外板に擦過傷 

Ｃ 右舷船首部外板に破口 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過  Ａ船は、高知市若松町の陸岸から南南西方に向けて設置されている

桟橋（以下「本件桟橋」という。）の西側に、無人の状態で船首を北

北東方に向けて右舷着けで係留中、Ｃ船が衝突した。 

 Ｂ船は、本件桟橋の東側に、無人の状態で船首を北北東方に向けて

左舷着けで係留中、Ｃ船が衝突した。 

 Ｃ船は、船長Ｃが１人で乗り組み、同乗者１人（以下「同乗者Ｃ」

という。）を乗せ、花火見物の目的で、高知市農人
のうにん

町の係留場所を出

航し、花火の打ち上げ場所である同市玉島の南西方沖に到着して錨泊

した。 

 船長Ｃは、花火見物を終えたので係留場所に戻ることとし、係留場

所に向けてＣ船の帰航を開始した。 

 船長Ｃは、操舵室内で操縦席に腰を掛け、手動操舵で操船に当た

り、同乗者Ｃを操舵室外側の後部甲板に座らせた状態で、自身がＧＰ

Ｓプロッターで船位を確認しつつ、目視で周囲の見張りを行いなが



ら、約２６ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）でＣ船を北

進させていた。 

 船長Ｃは、ふだんから、ＧＰＳプロッター上のＣ船の船位が、高知

港第１９号灯浮標（以下「本件灯浮標」という。）の南東方沖に達し

た場所で左転を開始して本件灯浮標の東方を通過し、係留場所に向け

て西北西進することとしていた。（図１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 船長Ｃは、本事故当日までの約２週間仕事で休みがなく、本事故当

日も日中に暑い屋外での仕事があり、蓄積した疲労を感じており、集

中力が低下した状態で操船中、ふとＧＰＳプロッターの画面を見たと

ころ、Ｃ船が変針予定場所を通過し、本件灯浮標の東方沖を左転しな

いまま航行していることに気付いた。 

 船長Ｃは、すぐにＣ船を減速させるとともに舵輪を操作して左転さ

せたものの、Ｃ船の船首部が、本件桟橋の東側に係留中のＢ船の左舷

船尾部に衝突した後、本件桟橋の西側に係留中のＡ船の右舷船尾部及

び操舵室に衝突した。（図２参照） 

 

 

図１ Ｃ船のＧＰＳデータによる航行経路図 

（Ｃ船のＧＰＳプロッターは、５秒ごとに１点を記録する設定であった。図の航跡は、５秒ごとに記

録されたＣ船のＧＰＳプロッターのアンテナの位置を直線で結んだものであり、ＧＰＳアンテナ

は、船体中央よりやや後方の操舵室上方に設置されていた。） 

 



図３ Ｃ船のＧＰＳプロッター上の航跡

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 船長Ｃは、主機の操縦レバーを中立にし、自身と同乗者に怪我
け が

がな

いこと及び３船の損傷状況を確認した後、自力航行で係留場所に到着

した。 

 本件桟橋付近で釣りをしていた者は、本事故の発生を目撃して海上

保安庁に１１８番通報を行った。 

 船長Ｃは、本事故発生場所付近を夜間に操船した経験が約１０年間

で約５０～６０回あった。Ｃ船のＧＰＳプロッターに本件桟橋は表示

されず、本件桟橋や付近の陸上には灯
あか

りがないものの、船長Ｃは、本

件桟橋の存在を知っていた。（図３参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ｃ船のＧＰＳプロッターに記録されていた過去の航跡データによれ

ば、Ｃ船が本件灯浮標南東方沖で左転する際の平均速力は約１８～ 

１９knであった。船長Ｃは、本事故当日は帰航後に所用があったの

で、ふだんより速い約２６knの速力でＣ船を操船していた。 

図２ 各船の位置関係（Google Mapsの航空写真を加工して作成）



 船長Ｃは、慣れた海域であったので、同乗者Ｃに見張りの補助を依

頼していなかった。 

 Ｃ船にレーダーはなかった。 

 船長Ｃ及び同乗者Ｃは、救命胴衣を着用していた。 

分析  Ａ船は、本件桟橋の西側に無人の状態で船首を北北東方に向けて係

留中、Ｃ船が衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、本件桟橋の東側に無人の状態で船首を北北東方に向けて係

留中、Ｃ船が衝突したものと考えられる。 

 Ｃ船は、約２６knの速力で北北東進中、船長Ｃが、船位の確認を適

切に行っていなかったことから、予定変針場所を通過したことに気付

くのが遅れ、すぐに減速して左転したものの本件桟橋に接近し、本件

桟橋に係留中のＡ船及びＢ船に衝突したものと考えられる。 

 船長Ｃは、仕事による疲労が蓄積し、集中力が低下した状態であっ

たことから、ＧＰＳプロッターを見る頻度が低下しており、予定変針

場所を通過したことに気付くのが遅れたものと考えられる。 

 船長Ｃは、帰航後に所用があったことから、ふだんより速い速力で

Ｃ船を操船していたものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、Ａ船及びＢ船が共に無人の状態で船首を北北東方

に向けて本件桟橋に係留中、Ｃ船が、ふだんより高速で北北東進中、

船長Ｃが、船位の確認を適切に行っていなかったため、予定変針場所

を通過したことに気付くのが遅れ、Ａ船及びＢ船に衝突したものと考

えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・船長は、夜間操船時には、目視のみだけでなく、ＧＰＳプロッ

ター等の航海計器も適時適切に確認し、自船の正確な船位を常に

把握しておくこと。 

・船長は、出入港のため多数の船舶が往来し、岸壁や防波堤に囲ま

れて狭い水域となっている港内では、安全な速力で航行するこ

と。 

・プレジャーボートの船長は、疲労が蓄積していると感じた場合

は、出航を控えること。 

・船長は、船舶事故発生時には速やかに海上保安庁に通報するこ

と。 

・船長は、同乗者がいる場合、見張りの補助を依頼しておくことが

望ましい。 

 


